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第１９７回宮城県都市計画審議会議案の処理について 
 

決定主体 議案番号
関 係 

市町村 
件名 処理結果 

宮城県 第 2375 号 石巻市 
石巻広域都市計画公園の変更につ
いて 

令和 2 年 11 月 24 日

宮城県告示第 914 号

宮城県 第 2376 号

白石市 

角田市 

蔵王町 

七ヶ宿町

大河原町

村田町 

柴田町 

川崎町 

丸森町 

仙南地域広域景観計画の策定につ
いて 
 

令和 2 年 12 月 11 日

宮城県告示第 944 号

 

 
【議案第２３７６号の処理経過について】 

１ 令和２年１１月１９日（木）第１２回宮城県景観審議会において，都市計画審議会か

ら聴取した「意見の要旨」及び県の「対応方針」（本議案書４ページから８ページまで）

を報告し審議いただいた結果，仙南地域広域景観計画（案）及び仙南地域広域景観マス

タープラン（案）について了承された。 

 

２ 令和２年１２月１１日（金）仙南地域広域景観計画及び仙南地域広域景観マスタープ

ラン（以下「仙南地域広域景観計画等」という。）を策定し公表した。併せて，告示にお

いて，仙南地域広域景観計画の施行日を令和３年７月１日（木）と定めた。 

 

※ 策定した仙南地域広域景観計画等については「参考資料（別冊）」のとおり。 

 

 
参考：景観法（平成１６年法律第１１０号） 

第９条第２項（抜粋） 

景観行政団体は，景観計画を定めようとするときは，都市計画区域又は準都市計画区域に

係る部分について，あらかじめ，都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。 

 

第７条第１項 

この法律において「景観行政団体」とは，地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市

の区域にあっては指定都市，同法第２５２条の２２第１項の中核市の区域にあっては中核市，

その他の区域にあっては都道府県をいう。ただし，指定都市及び中核市以外の市町村であっ

て，第９８条第１項の規定により第２章第１節から第４節まで，第４章及び第５章の規定に

基づく事務（同条において「景観行政事務」という。）を処理する市町村の区域にあっては，

当該市町村をいう。 
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第１９７回宮城県都市計画審議会で聴取した意⾒に係る 
第１２回宮城県景観審議会での報告内容 

 
意⾒の要旨 対応⽅針 

【仙南地域広域景観計画の対象市町村につ
いて】 
①仙南地域と⾔う場合には，２市７町だけで
はなく名取市，岩沼市，亘理町，⼭元町を含
める場合もあり，これらの市町を含み区域を
広げて更なる広域の景観計画とすることに，
県庁内や市町村からの意⾒，議論はなかった
のか。 
 
 
 
 
 

 
 
①今回の仙南地域広域景観計画を策定する
に当たり，更に広域の景観計画とすることを
求める他の市町村等からの声はなかった。な
お，今回の景観計画の対象は，仙南広域都市
計画区域の 2 市 6 町及び隣接する七ヶ宿町で
構成され，実質的に⼀体の都市圏が形成され
ている市町を対象とした。これらの仙南の市
町は，本計画の策定⽬的のひとつである観光
振興に関して，従来から連携して取り組んで
おり，また，蔵王連峰への素晴らしい眺望や
街道に由来した歴史⽂化等の共通した景観
資源を共有している。 

【景観計画区域について】 
①今回の景観計画区域の設定は広すぎると
感じたので，区域内に重点地区を設定してい
くことも，市町計画の段階で検討していただ
きたい。 

 
①今回の景観計画区域は，仙南地域の中か
ら，蔵王連峰や⽩⽯川など「雄⼤な⾃然」，
牧場や温泉地などの「多様な⼈々の営み」，
さらに街道や宿場町の「歴史・⽂化」といっ
た景観特性が⾒られる地域について，地理的
なまとまりを踏まえ設定したものである。御
指摘の重点地区の設定については，市町が⾃
らの景観計画を策定する際に，取組をより充
実させる観点から，市町に対し助⾔してい
く。 

【村⽥町伝統的建造物群保存地区について】 
①広域景観計画案８６ページ欄外では，「村
⽥町伝統的建造物群保存地区以外を対象と
する」と記載されているが，県内唯⼀の伝建
地区を景観計画ではどのように取扱うのか。 
 
 
 
 
 
 

 
①村⽥町の伝建地区では，⽂化財保護法によ
る保全のほか，町による修理・修景の⼿引き
の作成，⾃動⾞の通⾏を制限し歩⾏者空間を
活⽤したお祭りなど，整備と活⽤の両⾯にわ
たり景観を活かした取組が進められている。 

景観法では，景観計画区域の中に⽂化財保
護法のように他法令による個別の景観形成
が図られている地域がある場合には，その法
令に委ねる仕組みとなっている。そのため，
本計画では伝建地区の周囲を景観計画区域
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意⾒の要旨 対応⽅針 
 
 
 
 
 
 
②広域的な景観形成には，複数の地域の歴史
的物語を踏まえる必要があると思うが，村⽥
町の蔵と紅花の集荷・輸送の歴史には川崎町
も関係しており，これら広域の歴史的物語は
計画案のどこに記載されているのか。また，
紅花に関係する地域を結びつける史実や，⼭
形県との繋がりを表す歴史的な景観は取り
上げているのか。 

広域で景観計画を策定する意義を強調す
るために，紅花に関係する地域の繋がりをも
う少し考えた⽅がいいのではないか。例え
ば，村⽥町の蔵の独特な建築様式を紅花の流
通から紐解いていくような記述があっても
よいのではないか。 

に指定することによって，市街地や城⼭公園
等の丘陵地も伝建地区と調和した景観形成
が図られ，伝建地区の取組との相乗効果によ
り魅⼒的な地域を創出していくことができ
ると考えている。 

 
②広域的観点から仙南地域の景観を保全・形
成していく場合には，地域の歴史や⽂化を踏
まえることが重要と認識しており，村⽥町の
蔵と紅花に関する歴史については，マスター
プラン２０ページに記載している。また，紅
花の上 や江 への輸送路として使われて
いた笹⾕街道に関しては，村⽥町，川崎町，
⼭形県を結びつける歴史性があることから，
マスタープラン２１ページで取り上げてい
る。同ページでは，歴史ある街道を⽰す松並
⽊の景観についても取り上げている。 

 

【⾏為の制限について】 
①届出対象の件数は，建築確認申請の何割を
⾒込んでいるのか。届出対象がなければ，基
準はあっても効果がないという危惧がある。 
 
 
 
②景観形成のための規制⼿段は，地区計画や
建築協定，緑地協定などもあるので，仙南地
域にどの協定があるか調べた上で，「この地
域はこの制度で景観コントロールする」とい
うように記述すると，どのような⼿法による
景観形成なのか，その位置付けが分かりやす
いと考える。 
 
 
 
 
 

 
①届出対象の件数は，全地区合わせて年間数
⼗件を⾒込んでいる。本計画は，市町が⾃ら
の景観計画を策定するための下地となるも
のであるため，⽐較的，緩やかな⾏為の制限
基準にとどめている。 
 
②本計画区域内に地区計画が５箇所（⼤河原
町・柴⽥町中⼼部地区に４件，村⽥町中⼼部
地区に１件）あるため，区域図（７６，８４
ページ）に地区計画（建築物の⽤途や形態な
どをきめ細かく定め良好なまちづくりを図
る制度）の区域を表⽰するとともに，景観形
成基準（７８ページ，８６ページ）の欄外に，
地区計画の区域では，地区計画による景観コ
ントロールが図られ，景観計画の⾏為の制限
は適⽤されない旨を追記した。加えて， 
１１５ページの「（４）届出の対象外となる
主な⾏為」にも，届出の対象とならないこと
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意⾒の要旨 対応⽅針 
 
 
 
③緩やかな計画のため仕⽅がないが，全般的
に数値基準が少ないので，もう少し数値基準
を盛り込めないのか。 
 
 
 
④広域景観計画１１５ページに届出を審査
し，不適合の場合は勧告するとあるが，不適
合の基準はあるのか。配慮するという基準だ
けではすべて適合となり，不適合の基準がな
いことになるので，勧告する場合には明確な
基準が必要ではないか。 

を追記した。なお，本計画区域内には，建築
協定及び緑地協定が締結された地域はない。 
 
③本計画は，緩やかに景観誘導していく計画
であり，周りの景観から突出した建築物等に
ついて調和を求め規制することを主な⽬的
としており,本計画に厳密な数値基準までを
盛り込むことは考えていない。 
 
④本計画は，緩やかに景観誘導していく計画
であり，不適合や勧告を判断する明確な基準
は設けていない。明らかに周囲の景観と不調
和な⾏為である場合には，不適合として指導
を⾏うことを考えている。 

【仙南市町への⽀援について】 
①国は，景観計画に関する⽀援制度をほとん
ど⽤意していないので，県が単独費を措置し
て⽀援制度を設けるべきと考えるが，県は⽀
援制度についてどう考えているか。 

 
①国では，建築物の修景などにハード整備⽀
援事業を設けており，また，景観計画の策
定・変更に要する経費の補助事業も新設して
いる。県としては，現時点では独⾃の⽀援制
度を設けることは考えていないが，運⽤開始
後の状況を踏まえ市町とともに検討してい
く。 

【住 参加について】 
①住 説明会では，住 の 々からどのよう
な意⾒が出たか。 
 
 
②広域景観計画３ページの図にあるとおり，
住 との協働が３段階 になっているが，１
段階遅いと感じる。２段階⽬にある市町が⾃
ら景観計画策定する際には，策定前から住 
との協働に取り組むなど，より早期に住 と
の関わりを持つべきである。 
 
③地域で景観形成を進めていくためには，住
 の 々に関 を持っていただき， 分たち
のこととして捉えていただくことが⼤切で，
主体的な役割は活動団体が担うことが理想

 
①計画に反対する意⾒や修正を求める意⾒
はなく，届出に関する質問や⾏政の⽀援を期
待する意⾒が多くあった。 
 
②御指摘のとおり，その地域らしさを感じら
れる景観形成を進めるためには，住 意 の
把握や整理が必要と認識していることから，
早い段階で住 の 々との関わりを持ち進
められるよう，市町と協⼒して取り組んでい
く。 
 
③御指摘のとおり，住 の 々に御理解をい
ただき，関⼼を持って景観形成に参加いただ
くことが重要と考えており，今後展開してい
く住 参加のワークショップなどを通じて，
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意⾒の要旨 対応⽅針 
的である。 
 
④市町が⾃らの景観計画を策定する際には，
県の景観アドバイザー制度なども活⽤し，住
 活動を活発化する施策の記述について検
討していただきたい。 

地域の景観形成の気運を⾼めていく。 
 
④景観アドバイザー制度のほか，ワークショ
ップなども効果的と考えるので，市町が⾃ら
の景観計画を策定する際には，住 活動を活
発化させる施策についても，記述を検討する
よう助⾔していく。 

【空き家対策について】 
①空き家が景観上の課題として取り上げら
れることがあるが，活⽤すべき空き家もある
と考えており，本計画では古 家の活 につ
いてどう考えているのか。 

 
①本計画の対象地域では，空き家が景観上の
直接的な課題となっているとは伺っていな
いため，計画案には記載していない。景観ま
ちづくりの観点から利活 すべき古 家な
どの空き家については，市町が⾃らの景観計
画を策定する際に位置づけることも助⾔し
ていく。 

【県内市町村の景観⾏政の促進について】 
①県内の景観⾏政団体の割合は全国平均を
⼤きく下回っているため，県の主体的な取組
には期待しているが，県北や沿岸部でも同様
に広域景観計画を策定する考えはあるのか。
もし，県北や沿岸部で広域景観計画を策定し
ない場合には，全県的にどのように取り組ん
でいくのか。 

 
①県としては，住 に 近な市町村が景観 
政団体となり，景観まちづくりに取り組んで
いただきたいと考えている。今回，９市町で
構成される仙南地域では，県内の中でも広域
景観の形成の⼿法が効果的と考えられたこ
とから，市町と連携して広域景観計画の策定
に取り組んできたところである。 

今後は，このような⼿法によらず,個別の
市町村に対し,景観アドバイザーの派遣のほ
か，地域住 との協働や観光に活かしている
先進事例の紹介などを継続して⾏い，景観⾏
政団体への移⾏を市町村に促していく。 

【景観形成に取り組むメリットについて】 
① （１） 景観が整った街並みをつくり上
げていくことで，その地域の多くの業種に恩
恵があると思われるが，経済的メリットに繋
がることを強調していかなければ，地域住 
や産業界に受け⼊れてもらえない。このた
め，経済的メリットや地域産業の振興に関す
る記述を増やすべきである。 
 
① （２） 景観形成がもたらす経済的メリ
ットを，今後の県の活性化にどう繋げていく

 
① （１） （３）の御意 を踏まえ，本参
考資料２ページで記載したとおり※，計画案
を修正した。 
 ※「本参考資料２ページで記載したとお

り」とは，マスタープラン１ページ序章
「１．計画策定の背景と⽬的」第４段落
及び第５段落に，景観形成に取り組むこ
とで期待される効果として，観光誘客の
ほか，地域活⼒の維持，地域産業の振興
などを追記したことを⽰している。 
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意⾒の要旨 対応⽅針 
か考える必要があり，⼈⼝減少対策や過疎対
策のためにも，届出されたものを審査するだ
けでなく，市町の考えをかたちにして観光の
拠点化を図ることも必要である。 
 
① （３） 本計画策定の発端は，国の観光
⽴国戦略として美しい景観形成を進めるこ
とにあったと記憶している。このため，計画
策定の周知とともに，計画の⽬的のひとつで
ある「県としてインバウンドを呼び込み，交
流⼈⼝を拡⼤していくこと」をしっかり打ち
出していってほしい。 
 
②県庁内の他部署との横の連携を取り，景観
を守りながら観光にどう活かして⾏くか考
える必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②御指摘のとおり，景観まちづくりの取組を
観光に活かしていくことが重要であるため，
本計画策定に当たっては，県の地⽅機関とし
て総合的な地域振興の役割を担う⼤河原地
⽅振興事務所も参画の上，取り組んできた。
また，本庁の観光部署に対しても，本計画を
機に景観まちづくりを進め，観光振興に活か
していきたい旨を説明しており，今後も連携
を深めていく。 
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議案 第２３７７号 

 
 

石巻広域都市計画道路の変更について 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

       同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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拡⼤図

石巻広域都市計画道路の変更（宮城県決定） 総括図
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